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安芸市水道事業経営戦略 
 

団 体 名 ︓ 安芸市 

事 業 名 ︓ 水道事業 

策 定 日 ︓ 令和 7 年３月 

計 画 期 間 ︓ 令和 7 年度〜令和 16 年度 
 
１．事業概要 
（１）事業の現況 

① 給水 
供 用 開 始 年 月 日 昭和 27 年 11 月 3 日 計 画 給 水 人 口 16,203 人 
法適(全部・財務)・
非適の区分 

法適用（全部） 
現 在 給 水 人 口 15,336 人 
有収水量密度※ 0.70 千㎥／ha 

※令和 5 年度（有収水量 1,843 千㎥、給水区域 2,640ha） 

② 施設 
水 源 □表流水，□ダム，□伏流水，■地下水，□受水，□その他 

施 設 数 
浄水場設置数 0 

管 路 延 ⻑ 176.30 千ｍ 
配水池設置数 13 

施 設 能 ⼒ 8,560 ㎥／日 施 設 利 用 率 62.41 ％ 
 
③ 料⾦ 
料 ⾦ 体 系 の 
概 要 ・考 え方 

 現⾏の料⾦体系は、令和 5 年 4 月 1 日付で改訂を⾏ったもので、給水料
⾦と量水器使用料の合計額に消費税額を加算した⾦額となります。 

 今後とも住⺠負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるとともに、⼀
方で、人口減少下において水道事業の安定経営を図るための収支バランス
等を慎重に⾒据え、引き続き適正な料⾦体系の検討を⾏います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

料 ⾦ 改 定 年 月 日 
(消 費 税 のみの改 定 は含 まない) 

令和 5 年４月１日    

(1)給水料⾦ (2)量水器使用料
使用料（月額）税抜き 使用料（月額）税抜き
基本水量 基本料⾦ 超過水量 超過料⾦ 規格 使用料

1㎥につき 13ミリ 90円
⼀般用 10㎥まで 945円 10㎥を超え20㎥まで 130円 20ミリ 160円

20㎥を超え31㎥まで 140円 25ミリ 175円
30㎥を超え50㎥まで 150円 30ミリ 290円
50㎥を超え100㎥まで 165円 40ミリ 335円
100㎥を超えるもの 175円 50ミリ 2,300円

75ミリ 3,105円
浴場用 1㎥につき 50円 100ミリ 4,025円

用途
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④ 組織 
職員数（令和 6 年度現在） 

本市の水道組織は、上下水道課に所属し、計 11 名（うち配水関係職員 6 名）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）これまでの主な経営健全化の取組 

① 経営健全化の取組概要 
本市では、これまでに上水道の安定供給を図るため、配水管新設改良⼯事をはじめとして、⽣活環

境の向上に寄与すべく、⽼朽配水管の維持修繕等について重点的な事業運営を⾏ってきました。 
経営健全化への取組としては、令和 5 年度に料⾦改定を⾏いましたが、人口減少等により給水量

及び給水収益の減少が今後も続いていくと⾒込まれる中で、⽼朽施設更新や南海トラフ地震対策など
といった課題にかかる費用は増⼤していくため、水道事業としての経営努⼒は継続しつつ、それでも資⾦
が不⾜するようであれば料⾦改定や料⾦体系⾒直しを⾏っていく必要があります。 

なお、広域化については、これからの検討課題です。 
 

② 具体的な健全化への取組 
○ 収⼊面に関して 

 水道料⾦滞納者に対して、速やかな未収⾦回収の徹底に努めています。 
 水道管の⽼朽化が進み、災害対策は喫緊の課題である中、⽼朽化している水道管や水道施設

の更新を計画的に⾏うために、料⾦改定を検討しています。 
○ 支出面に関して 

 事業の実施時期を⼀時期に集中することのないよう平準化を⾏うとともに、道路整備など他事業
との同時施⼯によるコスト削減を図っています。 

 漏水調査実施により、早期発⾒による無効水量の減少に努めています。 
 事業内容を継続的に⾒直し、委託料の縮減等に努めています。 

  

上下水道課 

課⻑ 1 名 

上水道⼯務係 
課⻑補佐兼係⻑ 1 名 
主幹 １名、主事 1 名 
技能主幹 １名、任用職員 2 名 

上水道管理係 

係⻑ 1 名 

主幹 2 名 

任用職員 1 名 
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（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 
直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公

営企業三課室⻑通知）」による経営比較分析表）は次のとおりです。 
 
○ 経営の健全性・効率性 

各年度の収支は⿊字で、⽋損⾦もないことから、健全な状況と⾔えます。 
経常収支比率が類似団体平均より低くなっており、料⾦回収率については 100％を下回っています

が、これは物価⾼騰の影響を受ける市⺠⽣活を支援するため、基本料⾦の減免を⼀定期間実施した
ことによるものであり、限定的なものです。 

企業債残⾼対給水収益比率は、類似団体平均を下回っていますが、今後も南海トラフ地震対策
や⽼朽施設更新等のために発⾏する予定となっているため、水道事業に有利な起債以外を抑制する
などの対策が必要です。 

給水原価は類似団体平均より低く、効率的な経営が⾏えていると考えられますが、今後もより⼀層
維持管理費削減などの経営努⼒を継続します。 

有収率については、毎年漏水調査を実施し、漏水があれば随時修繕で対応しているため、類似団
体と比べて⾼い有収率を保てており、効率的な収益の確保ができています。今後も継続して漏水調査
を⾏います。 

施設利用率は、類似団体平均を上回っていますが、今後は災害時のバックアップ機能も考慮しつつ、
適切な施設規模を検討していきます。 
 

○ ⽼朽化の状況 
有形固定資産減価償却率、管路経年化率は類似団体平均より低いものの、法定耐用年数に近

い管路が全体に占める割合が⾼くなっており、計画的な更新の必要性が⾼まっていることを⽰していま
す。 

管路更新率については、平成 30 年度に策定した施設更新計画により、今後は南海トラフ地震対
策や⽼朽施設更新等を進めていくため、管路更新率は⾼まっていく予定です。 
 

○ 全体総括 
経営状況は、現時点ではおおむね良好であると⾔えます。しかし、今後は人口減少による給水収益

の減少が⾒込まれており、令和 5 年度には料⾦改定を実施し、⼀定期間財源を確保できる⾒込みと
なっていますが、南海トラフ地震対策や⽼朽施設更新等による建設改良費の増加、企業債償還の増
加、減価償却費の増加などが⾒込まれるため、水道事業経営は厳しくなると予想されます。 

今後の管路等の新規・更新需要等の将来試算と経営収支の⾒込みを⽴て、維持管理費削減や
更なる収納率の向上などといった経営努⼒を継続していく必要があります。  
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２．将来の事業環境 
（１）給水人口の予測 

本市の給水人口は、令和 5 年度までは実績値、令和 6 年度以降については次の方法により算定し
ています。 

○給水人口＝⾏政区域内人口×普及率×人口減少率※ 
※「国⽴社会保障・人口問題研究所」による将来推計人口における減少率（対 R2 年度） 
計画期間末の令和 16 年度には、少子⾼齢化等の影響により、令和 5 年度（15,336 人）から

19％程度減少し、12,373 人に減少する予測となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

R5 年度から 19％程度減少 

R5 年度から 19％程度減少 
実績  推計 

実績  推計 
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（２）水需要の予測 
本市の水需要（有収水量）は、令和 5 年度までは実績値、令和 6 年度以降については次の方法

により算定しています。 
○有収水量(水道料⾦徴収の対象となった水量) 
○算式︓有収水量＝給水人口×直近の 1 人当たりの有収水量 
計画期間末の令和 16 年度には、給水人口の減少に伴い、令和 5 年度（1,843 千㎥）から

19％程度減少し、1,487 千㎥に減少する予測となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）料⾦収⼊の⾒通し 
本市の料⾦収⼊（税抜）は、令和 5 年度までは実績値、令和 6 年度は決算⾒込、令和 7 年度

は予算、令和 8 年度以降については次の方法により算定しています。 
○算式︓料⾦収⼊＝有収水量×有収水量１⽴方メートル当たりの料⾦収⼊×（1+改定率） 

本市では、令和 5 年 4 月に料⾦改定を実施し、令和 9 年度までは⿊字経営を持続することが可
能な⾒通しとなっていますが、必要な設備投資や更新に要する財源を確保し、10 年間の安定経営を
⾏うためには、令和 10 年度及び令和 16 年度において料⾦改定（20％）が必要な⾒通しとなってい
ます。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

R5 年度から 19％程度減少 

R5 年度から 
25％程度増加 

実績  推計 

実績 推計 
20％料⾦改定 20％料⾦改定 
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（４）組織の⾒通し 
令和６年度現在、水道事業の運営にあたる職員数は 11 名です。 
令和 7 年度から、水道事業の運営にあたる職員数は 10 名を予定しています。 
水道事業の運営を維持する上で、人材の確保・育成が課題となっています。これらの課題に対し、水

道事業の広域化や⺠間事業者等との連携による経営の効率化を進める必要はあるものの、これらは中
⻑期的な検討を要することから、短期的には、最低でも現状を維持して経営に支障をきたさないようにす
ることが必要と考えています。 
 

（５）施設の⾒通し 
施設の⾒通しについては、約 20 年間の中期を⾒通し、南海トラフ地震に備えて、⽼朽化した管路の

耐震化や耐用年数を経過した配水管の布設替え等の総合的かつ計画的な更新を進めていきます。 
今後 10 年間（令和 7 年度〜16 年度）で、約 17 億円の更新費用が必要になると⾒込んでいま

す。 
 

３．経営の基本方針 
 

水道事業の健全経営を図りながら、安定した⽣活用水を確保できるよう、⽼朽管の更新、配水池や配
水管などの耐震化を進めていきます。これを踏まえて、次の計画に取り組みます。 
○ 安全な水の安定供給 
 ⽼朽配水管などの布設替えを進めます。 
 配水池、配水管などの計画的な更新・耐震化に努めます。 

○ 料⾦制度の最適化 
 管理コストの削減や漏水調査の強化により、更なる有収率の向上に努めるとともに、経営診断を

⾏い、経営健全化に努めます。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 
（１）投資・財政計画（収支計画）︓別紙のとおり 
（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 

本市では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり目標値を設定しています。 
○ 目標︓計画期間 R16 年度末における目標 

 有収率︓R16 年度 90.0％以上 ←（R5 年度 90.4％） 
○ 考え方 
計画期間内に実施する主な投資の考え方は次のとおりです。 

 更新計画に基づき、令和 16 年度までの 10 年間で、総額約 17 億円を投じて、
南海トラフ地震に備えて、⽼朽化した管路の耐震化や耐用年数を経過した配水
管の布設替え等の総合的かつ計画的な更新を進めていきます。 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 

本市では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり目標値を設定しています。 
○ 目標︓計画期間 R16 年度末における目標 

 経常収支比率︓100％以上 ←（R5 年度 101％) 
○ 考え方 
財源の積算の考え方は次のとおりです。 

 料⾦収⼊︓今後の事業計画を着実に実⾏できるよう適正な料⾦設定を検討
し、料⾦改定の実施により投資のための財源を計画的に確保していきます。 

 企業債︓事業計画を着実に実⾏できるよう必要に応じて借り⼊れを⾏いますが、
企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な起債を実施していき
ます。 

 
③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

【投資以外の経費（委託料、修繕費、動⼒費、人件費など）の積算の考え方】 
○ 委託料に関する事項 

 現⾏の委託業務形態が当面継続するとして、令和４年度〜令和 6 年度決算⾒込の平均値に
物価上昇率を加味して試算しています。 

○ 修繕費、材料費、路面復旧費等に関する事項 
 上記と同様に、令和 4 年度〜令和 6 年度決算⾒込の平均値に物価上昇率を加味して試算

しています。 
○ 動⼒費、薬品費に関する事項 

 上記と同様に、令和 4 年度〜令和 6 年度決算⾒込の平均値に物価上昇率を加味して
試算しています。 

○ 光熱水費、通信運搬費に関する事項 
 上記と同様に、令和 4 年度〜令和 6 年度決算⾒込の平均値に物価上昇率を加味して試算し

ています。 
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○ 人件費に関する事項 
 令和 6 年度決算⾒込の基本給及び⼿当等をベースに、昇給率を考慮して試算しています。 

○ その他に関する事項 
 令和 4 年度〜令和 6 年度決算⾒込の平均値に物価上昇率を加味して試算しています。 

 
【収支計画の策定に当たって反映した経費削減の取組】 
○ 投資以外の経費については、上記により試算しており、日常的に可能な限りの経費削減に努めます

が、物価上昇も予測されるため、収支計画の策定に当たって特別に経費削減の取組は計上しませ
んでした。 

 
（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資の合理化、費用の⾒直しについての検討状況等 

広 域 化 
水道事業の広域連携等について、「⾼知県水道ビジョン推進委

員会」において検討します。 

⺠間の資⾦・ノウハウ等の活用 
（ P P P / P F I 等 の 導 ⼊ 等 ） 

全国の先進的取組事例や県下における動向や具体的な事例を
把握し、個別業務のアウトソーシングから包括的⺠間委託の導⼊な
ど段階的な実施検討を⾏っていきます。 

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実 
（ 施 設 ・ 設 備 の ⻑ 寿 命 化 等 
に よ る 投 資 の 平 準 化 ） 

水道施設の更新計画について、南海トラフ地震に備えての施設・
設備の耐震化、⻑寿命化等の観点から⾒直し、投資の平準化を進
めていきます。 

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合 
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 

人口動向及びそれに伴う水需要を勘案し、⽼朽化に伴う施設の
更新の機会を活用したダウンサイジングを検討します。 

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化 
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ） 

上記ダウンサイジングと同様です。 

そ の 他 の 取 組 
実施可能な改善テーマを抽出し、費用対効果を勘案して有効な

ものには積極的に取り組むこととします。 
 
② 財源についての検討状況等 

料 ⾦ 

水道管の⽼朽化が進み、災害対策は喫緊の課題である中、⽼
朽化している水道管や水道設備の更新を計画的に⾏うために、適
正な料⾦を検討し、料⾦改定により、これらの財源を計画的に確保
していくことを検討しています。 

企 業 債 

世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫
することのないよう、建設改良事業の起債充当率について検討し、起
債残⾼の平準化を図っていきます。また、内部留保資⾦の有効活用
に努め、企業債の借⼊は最⼩限に留めます。 



10 

資 産 の 有 効 活 用 等 ※ 
に よ る 収 ⼊ 増 加 の 取 組 

余剰施設等が発⽣した場合には、売却や貸付等、資産の有効な
活用を検討していきます。 

そ の 他 の 取 組 特記事項なし。 

※遊休資産の売却や貸付、債券運用の導⼊、⼩水⼒発電や太陽光発電など 
 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
 

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、 
改 定 等 に 関 す る 事 項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、毎年度進捗管
理を⾏うとともに、概ね３年から５年に⼀度⾒直しを⾏います。⾒直
しに当たっては、本戦略の投資・財政計画の試算と実績とのかい離
及びその原因を分析し、その結果を企業経営に反映させるＰＤＣＡ
（計画・実施・検証・⾒直し）サイクルを導⼊します。 

また、本戦略策定後において、広域化や⺠間活用等の新たな経
営健全化や料⾦⾒直しなどの財源確保に係る取組が具体化した場
合等においては、本戦略に追加し、投資・財政計画の更新を⾏いま
す。 
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定期的な料⾦体系の⾒直しを図り、料⾦回収率 100%を目指します。 

92 85 83 82 80 79 78 

94 

113 

92 97 95 

111 
103 100 98 96 95 

112 

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

％円/㎥
料⾦回収率

供給単価 給水原価 料⾦回収率(改定なし) 料⾦回収率

６．その他 
① 料⾦回収率向上に向けたロードマップ 

料⾦回収率は、給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料⾦回
収率が 100％を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収⼊で賄われていることを意
味します。 

本市の水需要（有収水量）は、少子⾼齢化等の影響による給水人口の減少を受け、10 年後に
当たる令和 16 年度には、令和 5 年度の 81％程度に減少する予測となっています。 

この影響を受け、料⾦収⼊が減少し料⾦回収率も低下することから、令和 5 年度に料⾦改定を⾏
い料⾦回収率の向上を図りました。 

しかしながら、料⾦回収率は令和 7 年度以降において 100％を下回る⾒込みとなっており、経常収
支においても、令和 10 年度に⾚字になる⾒込みとなっていることから、令和 10 年度までに料⾦改定が
必要となる⾒通しとなっています。 

また、料⾦改定を⾏ったとしても、給水人口の減少が続く⾒込みであることから、安定的な経営を⾏う
ためには、令和 16 年度に再度料⾦改定が必要となる⾒込みとなっております。 

今後とも、料⾦回収率及び経常収支等のモニタリングを通じて、定期的な料⾦体系の⾒直しを図
り、料⾦回収率の向上につなげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７．経営戦略ひな形様式（別紙） 
「経営戦略策定・改定マニュアル(令和４年１月改定 総務省)」に⽰された「経営戦略ひな形様式(別紙)」

を次のとおり添付します。 
 
別紙 様式第 2 号（法適用企業・収益的収支）投資・財政計画（収支計画） 
別紙 様式第 2 号（法適用企業・資本的収支）投資・財政計画（収支計画） 
別紙 原価計算表 
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⾦
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⾏
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⾜
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収
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⾒
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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供用開始年月日 昭和 27 年 11 月 ３ 日
給水人口(R5年度) 15,336人

計算期間 自 ︓ 令 和 7 年 ４ 月
至 ︓ 令 和 17 年 ３ 月

（10年間）

最近１箇年間の実績
（R5年度決算）

投資・財政計画計上額
(10年間平均)　（Ａ）

公費負担分
(10年間平均)　（Ｂ）

料⾦対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

238,073 275,645 0 275,645

0 0 0 0
57,324 56,354 1,500 54,854

295,397 331,999 1,500 330,499

最近１箇年間の実績
（R5年度決算）

投資・財政計画計上額
(10年間平均)　（Ａ）

公費負担分
(10年間平均)　（Ｂ）

料⾦対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

人 基 本 給 34,298 35,260 0 35,260

営 件 退 職 給 付 費 0 0 0 0

業 費 そ の 他 23,536 29,210 0 29,210

費 動 ⼒ 費 20,117 24,515 0 24,515

用 経 修 繕 費 8,715 10,460 0 10,460

費 材 料 費 117 439 0 439

そ の 他 57,526 47,608 0 47,608

128,314 139,656 0 139,656

8,278 13,843 0 13,843

3,137 7,270 0 7,270

284,038 308,260 0 308,260
料⾦算定期間(開始) 料⾦算定期間(終了) 料⾦算定期間 資産維持費率※
償却資産(期首残⾼) 償却資産(期末残⾼) 償却資産(平均残⾼)

3,304,094 2,116,222 2,710,158 3%

※資産維持費＝料⾦算定期間の平均償却資産残⾼×資産維持費率 81,305

　(営業及び営業外費用)+(資産維持費) 389,565

料⾦収⼊／(料⾦対象経費+資産維持費) ︓　(X)／((Y)＋(Z))＊１００＝ 70.8
＜料⾦水準についての説明＞

減 価 償 却 費

原価計算表

収⼊の部

項 目
⾦額（千円）

料 ⾦ (X)

給 水 装 置 ⼯ 事 費

そ の 他
合 計

支出の部

項 目
⾦額（千円）

営業
外費
用

支 払 利 息

そ の 他

合 計 (Y)

安芸市の水道料⾦は、平成11年4月から、令和5年3月まで料⾦を据え置いてきましたが、給水人口の減少などによる収⼊の減少が続く⾒込みです。 ⼀方
で、費用は、⽼朽水道管の計画的更新や、南海トラフ地震対策の事業の実施により、今後増加することが避けられない状況で、令和7年度には経常収支が
⾚字になる⾒込みとなっています。
このため、健全経営と安心で安全な水道水の供給を継続するため、令和5年4月から水道料⾦を改定しました。今後とも、健全で安定的な水道事業の継続
と住⺠負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるとともに、人口減少下において水道事業の安定経営を図るための収支バランス等を慎重に⾒据え、
引き続き、適正な料⾦体系の検討を⾏います。

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 ⾦ 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）


